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(57)【要約】
受信機の停止イベントに応答するシステムおよび方法は
、受信機の停止イベントが発生したかどうかを決定する
ことと、受信機の停止イベントが発生した場合、停止イ
ベントに起因して破損されたソフトビットを破棄するこ
とと、停止イベントによって破損されたコード化ビット
の受信された第１の冗長バージョン（ＲＶ）が、正確に
デコードされない場合、停止イベントに応答して、メッ
セージを伝送機に送信し、その後、メッセージに応答し
て、伝送機によって再伝送されたコード化ビットの第２
のＲＶを受信することとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信機の停止イベントに応答する方法であって、
　受信機の停止イベントが発生したかどうかを決定することと、
　受信機の停止イベントが発生した場合、前記停止イベントに起因して破損されたソフト
ビットを破棄することと、
　前記停止イベントによって破損されたコード化ビットの受信された第１の冗長バージョ
ン（ＲＶ）が、正確にデコードされない場合、前記停止イベントに応答して、メッセージ
を伝送機に送信し、その後、前記メッセージに応答して、前記伝送機によって再伝送され
るコード化ビットの第２のＲＶを受信することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記第１のＲＶのコード化ビットは、システマチックビットおよびパリティビットを含
み、前記受信機の停止がシステマチックビットの受信の間に発生した場合、システマチッ
クビットを含むＲＶが、パリティビットを有するＲＶの代わりに前記第２のＲＶとして次
の再伝送のために選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　パリティビットのみを有するＲＶが、前記受信機の停止の間に伝送された場合、前記パ
リティビットのみを有するＲＶは、次の再伝送のために選択されない、請求項２に記載の
方法。
【請求項４】
　前記停止の間に受信された全てのソフトビットは、それらが前記停止の結果として破損
されなかった場合でも、破棄される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記停止イベントの間に破損されたソフトビットのみが、破棄される、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記メッセージは、前記伝送機が前記受信機への再伝送のためのＲＶを選択することに
対する要求を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記メッセージは、前記伝送機に、前記停止イベントを通知する、請求項１に記載の方
法。
【請求項８】
　前記停止イベントに起因して破損されたＲＶが、前記次の再伝送のために選択される、
請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記メッセージは、前記伝送機に、ブロックが前記停止イベントに起因して正確にデコ
ードされなかったことを通知する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記メッセージは、前記伝送機に、ＲＶが前記停止イベントの間に受信されたことを通
知する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記メッセージは、ＲＶが前記停止イベントによって破損されたことを示すタイプＬＯ
ＳＴの否定応答を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　受信機の停止イベント後にデータを再伝送する方法であって、
　停止イベントが発生した受信機からメッセージを受信することと、
　前記メッセージに応答して、コード化ビットの選択された冗長バージョン（ＲＶ）を前
記受信機に再伝送することと
　を含む、方法。
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【請求項１３】
　前記コード化ビットは、システマチックビットおよびパリティビットを含み、前記受信
機の停止がシステマチックビットの伝送の間に発生した場合、システマチックビットを含
むＲＶが、パリティビットを有するＲＶの代わりに再伝送のために選択される、請求項１
２に記載の方法。
【請求項１４】
　パリティビットのみを有するＲＶが、前記受信機の停止の間に伝送された場合、前記パ
リティビットのみを有するＲＶは、再伝送のために選択されない、請求項１３に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記メッセージは、伝送機が再伝送のために前記停止イベントの時点で伝送されたＲＶ
を選択する要求を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記メッセージは、ＲＶが前記停止イベントによって破損されたことを示すタイプＬＯ
ＳＴの否定応答を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　前記メッセージは、前記伝送機に、前記停止イベントを通知する、請求項１２に記載の
方法。
【請求項１８】
　前記メッセージは、前記伝送機が再伝送のためのＲＶを選択することに対する要求を含
む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１９】
　前記メッセージは、前記伝送機に、ブロックが前記停止イベントに起因して正確にデコ
ードされなかったことを通知する、請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　前記メッセージは、前記伝送機に、ＲＶが前記停止イベントの間に受信されたことを通
知する、請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連特許出願）
　本願は、米国特許法§１１９（ｅ）に基づき、米国仮出願第６１／７３７，０４７号（
２０１２年１２月１３日出願、名称「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏ
ｒ　ａ　Ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ＨＡＲＱ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　Ａｆｔｅｒ　ａ　Ｒｅｃｅ
ｉｖｅｒ　Ｏｕｔａｇｅ　Ｅｖｅｎｔ」）および米国仮出願第６１／７３７，０４１号（
２０１２年１２月１３日出願、名称「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　Ｆｏ
ｒ　Ａ　Ｂｌｏｃｋｉｎｇ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ　Ｉｎ　Ａ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ」）を基礎とする優先権の利益を主張し、上記出願の各
々は、それらの全体が参照により本明細書に援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、概して、デジタル通信システムおよび方法に関し、より具体的には、受信機
の停止イベントに続くデータの再伝送のための手順に関する。
【背景技術】
【０００３】
　多くのデジタル通信リンクでは、情報伝送機および情報受信機が存在する。また、典型
的には、伝送機が受信機から「サイド情報」を受信することができるように、情報受信機
と情報伝送機との間にフィードバックリンクが存在する。
【０００４】
　例えば、多くのデジタル通信システムが、ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）プロトコル
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を含む、自動反復要求（ＡＲＱ）プロトコルを使用する。そのようなシステムでは、情報
のブロックが、伝送機から受信機に送信される。ブロックが正確に受信される場合、受信
機は、肯定応答（ＡＣＫ）で伝送機に応答する。そうでなければ、受信機は、否定応答（
ＮＡＣＫ）で応答する。
【０００５】
　図１は、デジタル情報のブロックを伝送することが可能である例示的従来のデジタル通
信システム１００のブロック図を例証する。通信システム１００は、伝送機１０２および
受信機１０４を含み、受信機１０４は、任意の公知の通信媒体であることができる通信チ
ャネル１０６を介して、伝送機１０２から情報を受信することが可能である。
【０００６】
　伝送機１０２は、巡回冗長検査（ＣＲＣ）モジュール１１０を含み、ＣＲＣモジュール
１１０は、伝送のための情報シンボルを受信し、情報シンボルにＣＲＣ処理を行い、情報
シンボルおよびＣＲＣエラー訂正コードを出力する。情報シンボルおよびＣＲＣコードは
、次いで、情報シンボルおよびＣＲＣコードをエンコードするために、順方向エラー訂正
（ＦＥＣ）エンコーダ１１２に提供され、それは、コード化ビットのセットをもたらす。
いくつかの実装では、情報シンボル＋ＣＲＣコードは、いくつかのより小さいブロックに
分割されることができ、それらは、別個にエンコードされる。さらに、いくつかの実装で
は、追加のＣＲＣコードもまた、これらのより小さいブロックに追加される。いくつかの
実装では、いくつかのより小さいブロックのエンコードの出力であるコード化ビットは、
コード化ビットの全体的セットを構成する。
【０００７】
　コード化ビットのサブセット（いくつかの実装では、全体的セットであり得る）が、次
いで、受信機１０４への伝送のためにサブセットセレクタモジュール１１４によって選択
される。受信機１０４はまた、時として冗長バージョン（ＲＶ）と呼ばれる、コード化ビ
ットのどのサブセットが伝送機１０２によって伝送されたか通知される。いくつかの場合
、コード化ビットは、システマチックビットおよびパリティビットに分割されることがで
きる。チェイス合成（ＣＣ）が、使用される場合、１つのＲＶのみが存在する。増分冗長
（ＩＲ）が使用される場合、２つ以上のＲＶが存在することができる。
【０００８】
　図２は、情報シンボルおよびＣＲＣコードが、どのようにコード化ビットへエンコード
され、その後、ＲＶサブセット（例えば、ＲＶ０、ＲＶ１、およびＲＶ２）を形成するた
めに選択されるかを示す例示的ブロック図を例証する。コード化ビットのサブセットは、
次いで、所望の形式およびプロトコルに従って、変調モジュール１１６によってアナログ
波形へ変調され、指定されたチャネル１０６上で受信機１０４へ伝送される。これらの波
形は、通信チャネル内で破損される可能性がある。さらに、受信機は、必要な情報搬送波
形と同時に不要な雑音および干渉を受信する可能性がある。
【０００９】
　受信機１０４の復調モジュール１１８が、アナログ波形を受信し、波形を復調し、コー
ド化ビットに対応する離散値のサンプル（ソフトビットとも呼ばれる）を抽出する。いく
つかの実装では、受信機１０４の順方向エラー訂正（ＦＥＣ）デコーダ１２０が、コード
化ビットをデコードし、情報のビットのセットを取得する。ＣＲＣチェックモジュール１
２２が、次いで、ＣＲＣチェックおよび／または他の好適なチェックを行い、取得された
情報ビットが正確に伝送され、デコードされたかどうかを評価する。
【００１０】
　情報受信機１０４は、フィードバックリンクを経由して、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（否定応答
文字）を情報伝送機に伝送する。情報伝送機が、ＡＣＫ（肯定応答文字）を取得する場合
、情報ブロックが正常に通信されたと見なす。情報伝送機が、ＮＡＣＫを取得する場合、
コード化ビットを再伝送し得る。前の伝送におけるものと異なるＲＶ（異なるコード化ビ
ットのセット）が、使用され得る。ＣＣが使用される実施例では、１つのみのＲＶが存在
するため、同一のＲＶが、再伝送において使用される。ＩＲが使用される場合、前の伝送
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と異なるＲＶが、再伝送において使用されることができる。
【００１１】
　概して、２回以上の再伝送が、情報ブロックが正常に通信される前に、必要であり得る
。一実装では、ＲＶのシーケンス、すなわち、第１の伝送のＲＶ、第１の再伝送のＲＶ等
が、伝送される。ＣＣが使用される場合、各伝送において、単一のＲＶから成る、１つの
可能なＲＶのシーケンスのみが存在する。ＩＲが使用される場合、ＲＶの多くの異なる可
能なシーケンスが存在する。典型的には、いくつかのＲＶシーケンスが、他よりも優れた
性能を与える。例えば、多くの場合、パリティビットのみではなく、第１の伝送において
システマチックビットを伝送する方が良い。ＦＥＣおよび再伝送の組み合わせは、多くの
場合、ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ）と呼ばれる。
【００１２】
　上で説明されるように、受信機は、必要な情報搬送波形、他の干渉信号、および雑音の
総和を受信する。受信機は、典型的には、これが取り扱うことができる入力信号電力の範
囲を有する。入力信号電力が過度に低い場合、信号は、分解されることができない。入力
信号電力が過度に高い場合、信号は、典型的には、破損および歪み、または他の要因のい
ずれかに起因して、分解されることができない。この現象は、多くの場合、受信機ブロッ
キングと称される。過度に高い電力例は、必要な信号上における過度に高い電力、過度に
高い電力の干渉、または他の要因による可能性がある。多くの場合、ブロッキングは、入
力電力が過度に高い場合にのみ持続し、すなわち、回復時間が非常に短時間であり得る。
受信機がブロックされると、全ての受信された信号は、その対応する電力が好適なレベル
にある場合でも、破損され得る。ブロッキング自体は、受信機のアナログ部分内またはデ
ジタル部分内で発生する可能性がある。アナログ部分内では、例えば、入力信号は、電子
コンポーネントの非線形の範囲内にある可能性があり、いくつかの例では、信号飽和をも
たらす。デジタル部分内では、例えば、サンプルの大きさは、高い電力信号を表すには不
十分であり、信号飽和をもたらし得る。
【００１３】
　受信機がワイヤレス信号の受信機である場合、高い干渉電力は、伝送機、例えば、ブロ
ック受信機よりもはるかに離れた別の受信機と通信する、したがって、高い伝送電力で伝
送する携帯電話または他の好適な伝送機から生じる可能性がある。１つの例示的シナリオ
は、ブロック受信機が閉鎖加入者グループ（ＣＳＧ）を伴うフェムトベースステーション
内にあり、干渉携帯電話が、フェムトに近いが、ＣＳＧに属さないときである。この場合
、干渉携帯電話は、別のベースステーション、例えば、マクロベースステーションに到達
するために、高い伝送電力を使用することが要求され、それによって、ブロック受信機に
到達するように意図される信号に干渉し得る。
【００１４】
　別の例は、分散アンテナ、例えば、ＬＴＥソフトセルまたは他の好適なトポロジを伴う
セルである。受信アンテナに近い携帯電話が、別の遠隔アンテナからの経路損失に基づく
伝送電力を使用して、ネットワークに接続するためにランダムアクセス信号（ＬＴＥでは
、ランダムアクセスプリアンブル）を伝送する。これは、近接受信アンテナが、携帯電話
がランダムアクセス信号の伝送電力を決定するために使用する、共通パイロット信号（Ｌ
ＴＥでは、セル固有参照信号（ＣＲＳ）と呼ばれる）を伝送するように構成されない場合
、可能であろう。この場合、伝送ランダムアクセス信号は、高い電力に起因して、近接ア
ンテナの受信機をブロックする可能性がある。
【００１５】
　以下の参考文献は、参照することによって全体として本明細書に組み込まれる。
１．「ＨＡＲＱ　Ｄａｔａ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ　Ｉｎ　Ｍｕｌｔｉｒａｄｉｏ　Ｄｅｖ
ｉｃｅ」と題された米国特許第７，８６５，２０１号（特許文献１）
２．「Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｂｕｆｆｅ
ｒ　Ｆｌｕｓｈｉｎｇ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」と題された米国特許出願公開第２００９／
００８６６５７　Ａ１号（特許文献３）
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３．Ｄａｈｌｍａｎ，Ｐａｒｋｖａｌｌ，Ｓｋoｌｄによる「４Ｇ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
ｄｖａｎｃｅｄ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ」、Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐ
ｒｅｓｓ、２０１１年（非特許文献１）
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】米国特許第７，８６５，２０１号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００９／００８６６５７号明細書
【非特許文献】
【００１７】
【非特許文献１】Ｄａｈｌｍａｎ，Ｐａｒｋｖａｌｌ，Ｓｋoｌｄによる「４Ｇ　ＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ」、Ａｃａｄ
ｅｍｉｃ　Ｐｒｅｓｓ、２０１１年
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　一実施形態では、本発明は、受信機の停止イベント後に再伝送されるデータを受信する
ための方法およびシステムを提供し、本方法は、受信機の停止イベントが発生したかどう
かを決定することと、受信機の停止が発生した場合、停止イベントの間に取得されたソフ
トビットを破棄することと、ブロックが停止イベントに起因して正確にデコードされない
場合、停止イベントに応答して、メッセージを伝送機に送信し、その後、メッセージに応
答して、伝送機によって再伝送されたコード化ビットの冗長バージョン（ＲＶ）を受信す
ることとを含む。
【００１９】
　さらなる一実施形態では、コード化ビットが、伝送され、コード化ビットは、システマ
チックビットおよびパリティビットを含み、受信機の停止がシステマチックビットの伝送
の間に発生した場合、システマチックビットを含むＲＶが、パリティビットを有するＲＶ
の代わりに再伝送のために選択される。
【００２０】
　さらなる一実施形態では、本発明は、受信機の停止イベント後にデータを再伝送するた
めの方法およびシステムを提供し、本方法は、停止イベントが発生した受信機からメッセ
ージを受信することと、メッセージに応答して、コード化ビットの選択された冗長バージ
ョン（ＲＶ）を受信機に再伝送することとを含む。
【００２１】
　さらなる実施形態では、伝送機に伝送されるメッセージは、伝送機が受信機への再伝送
のためのＲＶを選択することに対する要求を含む。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　図は、本発明の読者の理解を促進するために提供され、本発明の範疇、範囲、または適
用性の制限と見なされるべきではない。例証の明確および容易性のために、これらの図は
、必ずしも縮尺通りに描かれてはいないことに留意されたい。
【図１】図１は、例示的な従来のデジタル通信システムのいくつかのコンポーネントを示
すブロック図を例証する。
【図２】図２は、情報シンボルがどのように従来のデジタル通信システムにおける改訂版
（ＲＶ）のコード化ビットへ変換され得るかを示すプロセス図を例証する。
【図３】図３は、本発明の一実施形態による、修正されたＨＡＲＱ手順のフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　例示的実施形態は、その一部を形成し、かつ本発明が実践され得る具体的な実施形態の
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例証として示される付随の図面を参照する。他の実施形態が利用され得、構造上の変更が
、本発明の好ましい実施形態の範囲から逸脱せずに行われ得ることを理解されたい。
【００２４】
　多くの伝送システムでは、受信機は、全ての前に伝送された冗長バージョンを受信した
と仮定されることができる。全ての冗長バージョンが、データパケットに関する同一の量
の情報を提供する場合、冗長バージョンの順序は、重大ではない。しかしながら、いくつ
かのコード構造に関して、種々の冗長バージョンが、必ずしも、等しく重要であるわけで
はない。一例は、システマチックビットがパリティビットより重要であり得る、ターボコ
ードである。故に、最初の伝送は、有利には、全てのシステマチックビットと、いくつか
のパリティビットとを含み得る。再伝送において、最初の伝送にはないパリティビットが
含まれることができる。しかしながら、最初の伝送が、低品質で受信されるか、または全
く受信されない場合、パリティビットのみを伴う再伝送は、システマチックビットの（少
なくともいくつかの）再伝送がより優れた性能を提供するので、必ずしも適切ではない。
【００２５】
　ターボコードを伴う増分冗長性は、したがって、フィードバックの複数のレベルから恩
恵を受けることができる。一実施形態では、２つの異なる否定応答、すなわち、追加のパ
リティビットを要求するためのＮＡＣＫと、システマチックビットの再伝送を要求するた
めのＬＯＳＴとが使用される。概して、前の伝送の試行の信号品質に基づいて、再伝送に
おけるシステマチックおよびパリティビットの量を決定する問題は、重要である。
【００２６】
　受信機の停止の間、受信機は、正常に機能しない。受信機の停止が、（上で説明される
ような）受信機ブロッキング、受信機の部分的な一時的電源異常、受信機における回路故
障等を含むが、それらに限定されない、種々の要因に起因する可能性がある。受信機の停
止の間、受信された信号は、深刻に破損または損失される可能性がある。故に、失敗した
伝送が、受信機の停止に起因する場合、増加された伝送の信頼性手段、例えば、より高い
伝送電力またはより低いチャネルコーディングレートは、典型的には、役に立たない。
【００２７】
　本発明の一実施形態によると、受信機が、停止後に迅速に回復すると仮定される。典型
的には、停止持続時間は、約数ミリ秒以下であるが、他の停止持続時間も、本発明の原理
が利用可能な他の実施形態において可能性として考えられる。さらに、一実施形態では、
以下のことが、仮定される。
１．受信機は、停止中であることを検出することができる（例えば、上で議論されるよう
に、ブロックされていることを検出することができる）。
２．受信機は、フィードバックリンクを経由して、
　ａ．伝送機に停止中であること（必要な情報）を知らせること、および／または
　ｂ．あるＲＶの伝送を要求すること
のいずれかを行なうことができる。
３．受信機は、ソフトコンバイニングを使用する。すなわち、情報ブロックの各伝送のソ
フトビットが正常なデコーディングの可能性を改善するために組み合わせられる（しかし
、いくつかの実施形態における仮定３に関しては、以下を参照）。ソフトビットは、当業
者に周知であり、概して、例えば、伝送される「ハードビット」が０または１（「レギュ
ラー」ビット）のいずれかである可能性を決定するために、受信機によって使用される情
報を指す。典型的には、ソフトビットは、伝送されたハードビットが０または１のいずれ
かである可能性を表すために、３つ以上のレベルを有することができる。例えば、ソフト
ビットが、大きい正の大きさを有する場合、伝送されたハードビットは、１であった可能
性が高い。ソフトビット値が、約０である場合、１または０のいずれかが伝送された可能
性が等しく高いことを示し得る。ソフトビットが、大きい負の大きさを有する場合、伝送
されるハードビットが０であった可能性が高い。
４．受信機の停止の間、伝送機が、１つ以上の情報搬送伝送を伝送する。伝送と停止との
間での時間的重複は、いくつかの受信されたソフトビットが破損されるようである。
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５．複数の伝送機が、多重化のいずれかの種類（時間、周波数、コード等）を使用して、
停止の間に伝送を受信機に伝送し得る。
【００２８】
　一実施形態によると、本発明の方法は、以下のステップを含む。停止が、受信機におい
て検出されると、以下の２つのイベント１（ａ）および１（ｂ）が、行われる。
１．重複伝送のデコーディングが、ＮＡＣＫをもたらす場合、
ａ．受信機は、停止の間に発生される伝送から取得されたソフトビットを破棄する。
ｉ．一実装では、ソフトビットを破棄することは、それらがソフトコンバイニングにおい
て使用されないことを意味する。
ｉｉ．一実装では、伝送の全てのソフトビットが破棄され、停止によって破損されなかっ
たビットさえ破棄される。
ｉｉｉ．一実装では、停止によって破損されたソフトビットのみが、破棄され、これは、
他のソフトビットがデコーディングにおいて使用されることができることを意味する。
ｉｖ．他の実装が、他の実施形態において使用される。
ｖ．したがって、いくつかの実施形態では、上記の仮定３は、修正される。情報ブロック
の全ての伝送が、必ずしも、ソフトコンバイニングにおいて使用されない。
ｂ．以下のいずれかを行なう。
ｉ．一実施形態では、受信機は、伝送機に、伝送の間、停止中であったことを知らせる。
一実施形態では、受信機は、上で言及されるように、タイプＬＯＳＴの否定応答を使用し
、伝送機に知らせる。伝送機は、次いで、この情報に基づいて、ＲＶを選択する。一実施
形態では、伝送機は、正常の状態の下で使用されるＲＶシーケンスにおける次のＲＶに進
行する代わりに、停止であったＲＶを再伝送することを選ぶことができる。
ｉｉ．一実施形態では、受信機は、停止イベントに関する情報に基づいて、伝送機に、再
伝送のために特定のＲＶを選択することを要求する。一実施形態では、受信機は、伝送機
に、正常の状態の下で使用されるＲＶシーケンスにおける次のＲＶに進行する代わりに、
停止中であったＲＶを再伝送することを要求する。一実施形態では、受信機は、上で言及
されるように、タイプＬＯＳＴの否定応答を使用し、伝送機からの特定のＲＶを要求する
。
【００２９】
　本開示は、停止検出器と、１（ａ）と１（ｂ）との両方のイベントとを組み合わせるこ
とにより、受信機の停止と受信機の停止に関連付けられる有意な性能損失とを回避する利
点を提供する。
【００３０】
　図３は、本発明の一実施形態による、受信機の停止イベント後の修正されたＨＡＲＱ手
順のフローチャートを例証する。手順３００は、ステップ３０２から開始し、受信機の停
止が、検出されるかどうかが決定される、ステップ３０４に進行する。答えが、「いいえ
」である場合、プロセスは、受信機の停止が検出されるまで、ステップ３０４に戻る。受
信機の停止が、ステップ３０４で検出される場合、ステップ３０６において、受信機１０
２は、停止の間に取得されたソフトビットを破棄する。一実施形態では、停止の間に伝送
される全てのソフトビットが破棄され、それらが停止の結果として破損されなかった場合
でも破棄される。代替の実施形態では、破損されたソフトビットのみが、破棄される。
【００３１】
　次に、ステップ３０８では、受信機１０２は、伝送機１０４に停止イベントを通知する
。一実施形態では、受信機１０２による通知は、再伝送のために、そうでなければ、伝送
機１０４が通常再伝送するであろうＲＶの代わりに、停止時間に伝送されていた冗長バー
ジョン（ＲＶ）を伝送機１０４が選択する要求を含むことができる。一実施形態では、ス
テップ３０８において受信機１０２によって伝送機１０４に送信される通知は、ＲＶが停
止イベントによって破損されたことを示すタイプＬＯＳＴの否定応答を含む。次に、ステ
ップ３１０では、伝送機１０４は、受信機１０２からの通知に応答して、再伝送のための
ＲＶを選択する。一実施形態では、伝送機は、次の再伝送のために、停止イベントに起因
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して破損された前のＲＶに対応するＲＶを選択するであろう。別の実施形態では、伝送機
１０４は、受信機１０２によって要求される具体的なＲＶを選択するであろう。ステップ
３１２では、伝送機は、選択されたＲＶを受信機１０２に再伝送する。
【００３２】
　一実施形態では、受信機１０２は、モバイル通信デバイス（図示せず）の一部であり得
、伝送機１０４は、ベースステーションの一部であり得る。代替実施形態では、受信機１
０２は、ベースステーションの一部であり得、伝送機１０４は、モバイルデバイスの一部
であり得る。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、コード化ビットは、少なくともシステマチックビットおよび
パリティビットに分割される。停止が、システマチックビットの伝送の間に発生した場合
、これらのシステマチックビットを含むＲＶが、有利には、パリティビットを有するＲＶ
に進む代わりに、再伝送される。一方、パリティビットのみを有するＲＶが、受信機の停
止の間に伝送された場合、この特定のＲＶを再伝送することは、あまり重要ではない。し
たがって、いくつかの実施形態では、受信機の停止の間に伝送されたパリティビットのみ
を有するＲＶは、再伝送されることを要求されない。さらなる実施形態では、システマチ
ックビットを有するＲＶが、代わりに、伝送されることを要求される。
【００３４】
　用語「ｅｘｅｍｐｌａｒｙ（例示的）」は、「実施例または例証としての役割を果たす
」ことを意味するように本明細書で使用される。「ｅｘｅｍｐｌａｒｙ（例示的）」とし
て本明細書に説明される任意の側面または設計は、必ずしも、他の側面または設計より好
ましいまたは有利であると解釈されるものではない。
【００３５】
　本発明の１つ以上の実施形態が上で説明されているが、それらは、実施例のみとして、
かつ限定としてではなく提示されていることを理解されたい。同様に、種々の図または略
図は、例示的アーキテクチャまたは他の構成を描写し得、これは、本発明に含まれること
ができる特徴および機能性を理解する際に補助するために行われる。本発明は、例証され
る例示的アーキテクチャまたは構成に制限されないが、様々な代替アーキテクチャおよび
構成を使用して、実装されることができる。
【００３６】
　この文書に説明される１つ以上の機能は、適切に構成されるモジュールによって行われ
得る。本明細書に使用される用語「モジュール」は、本明細書に説明される関連付けられ
る機能を行うための１つ以上のプロセッサ、ファームウェア、ハードウェア、およびこれ
らの要素の任意の組み合わせによって実行されるソフトウェアを指す。加えて、議論の目
的のために、種々のモジュールは、離散モジュールとして説明される。しかしながら、当
業者に明白であろうように、２つ以上のモジュールが、本発明の種々の実施形態に従って
、関連付けられる機能を行う単一のモジュールを形成するように結合され得る。
【００３７】
　加えて、この文書に説明される１つ以上の機能は、概して、メモリストレージデバイス
またはストレージユニット等の媒体を指すために本明細書で使用される、「コンピュータ
プログラム製品」、「コンピュータ読み取り可能な媒体」などに記憶されるコンピュータ
プログラムコードを用いて行われ得る。コンピュータ読み取り可能な媒体のこれらおよび
他の形態は、プロセッサに規定の動作を行なわせるために、プロセッサによる使用のため
の１つ以上の命令を記憶することに関わり得る。そのような命令は、概して、実行される
と、コンピューティングシステムが所望の動作を行うことを可能にする、「コンピュータ
プログラムコード」（コンピュータプログラムまたは他のグループ化の形態でグループ化
され得る）と称される。
【００３８】
　明確性の目的のために、上記の説明は、異なる機能的ユニットおよびプロセッサを参照
して、本発明の実施形態を説明していることが認識されるであろう。しかしながら、異な
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る機能的ユニット、プロセッサ、または領域の間での機能性の任意の好適な分配は、本発
明から逸脱することなく、使用され得ることが明白となるであろう。例えば、別個のユニ
ット、プロセッサ、またはコントローラによって行われるように例証される機能性は、同
一のユニット、プロセッサ、またはコントローラによって行われ得る。故に、具体的な機
能的ユニットの言及は、厳密な論理的または物理的な構造あるいは編成を示すのではなく
、説明された機能性を提供するための好適な手段の言及のみと見なされる。

【図１】 【図２】
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